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各累積規定の定義とEUにおける適⽤状況および⽇本との関連性

EUにおける拡張累積等の導⼊実績

EUが締結しているFTAにおいて導⼊されている累積規定には、以下の類型が存在する。なお、各FTAにおける累積規定の導⼊状況は、「Appendix 1: EU
における累積規定の導⼊実績」においてエクセル形式にて取りまとめている。
⼆国間累積（Bilateral Cumulation）
• FTA締約相⼿国における原産品を⾃国原産のものとみなして⽣産に使⽤することができる規定。
• ⽇EU EPAを含むEUが締約国となっているFTAには、⼀般的に⼆国間累積に関する規定が含まれている。
対⾓累積（Diagonal Cumulation）
• 締約国双⽅がFTAを含む貿易協定を締結している第三国の原産材料を使⽤して、締約国である最終⽣産国において作業・加⼯を⾏った場合、当

該原産材料を当該最終⽣産国の原産材料と⾒做すことができる規定。
• EUが締結するFTAにおいては、汎欧州・地中海地域特恵原産地規則に関する地域条約（PEM ‐ Regional Convention on pan‐Euro Mediterranean 

Preferential Rules of Origin）に基づいて対⾓累積を適⽤しているものが⼤半となっている。
• 次いで、特定の国・地域（EU加盟国特別領域、アフリカ・カリブ海・太平洋諸国等）を指定して対⾓累積を適⽤しているものが多い。
• 締約国双⽅がFTAを締結している国に対して対⾓累積を適⽤する規定を設けているFTAは、EU‐ベトナム FTA（2020年8⽉発効）やEU‐シンガポール

FTA（2019年11⽉発効）など、⽐較的近年締結された⼀部のFTAに限られている。
拡張累積（Extended Cumulation）
• EUがFTAを締結している第三国の原産材料を使⽤して、EUにおける⼀般特恵関税制度（GSP – Generalized System of Preference）の受益国にお

いて作業・加⼯を⾏った場合、EU GSPにおいて当該原産材料を当該受益国の原産材料と⾒做すとことができる規定。
• ⽇本はEUと⽇EU EPAを締結しているため、EU GSPにおける拡張累積の対象国となり得る。ただし、拡張累積を適⽤するためには、受益国からEUへの

要請および拡張累積に関与する国（⽇本）と当該受益国間での⾏政協⼒および⾏政協⼒にかかるEUへの通知が必要となる。2021年3⽉15⽇
現在、EU GSPにおける⽇本への拡張累積の適⽤は認められていない。

地域累積（Regional Cumulation）
• EU GSP の下で定められている受益国の地域グループにおいて、ある国の原産材料を使⽤して他の国において作業・加⼯を⾏った場合、当該原産材

料を当該他の国の原産材料と⾒做すことができる規定。
• 上記の地域グループには、ASEAN、中⽶、南アジア、南⽶の4つのグループで構成されており、⽇本はEU GSPの受益国ではなく地域グループに属さない

ため、地域累積の対象とはならない。
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協定⽂関連個所
Paragraph 2, Article 3 of Protocol 1
“Materials listed in Annex III to this Protocol (Materials Referred to in Paragraph 2 of Article 3) originating in an ASEAN country which applies 
with the Union a preferential trade agreement in accordance with Article XXIV of GATT 1994, shall be considered as materials originating in Viet 
Nam when further processed or incorporated into one of the products listed in Annex IV to this Protocol (Products Referred to in Paragraph 2 of 
Article 3)”

Annex III to Protocol 1

7

対象となる原材料・最終製品

ASEAN加盟国原産の⽔産品に対する対⾓累積の適⽤（1/3）

対象国：
• ASEAN加盟国（インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、ラオス）のうち、EUとFTAを締結しており、か

つ、議定書1 第3条 第5項に規定されている適⽤要件（次ページ参照）を満たす国
対象原材料：
• HSコード：0307.41（いか ‐ ⽣きているもの、⽣鮮のものおよび冷蔵した⽣きているもの）
• HSコード：0307.51（たこ ‐⽣きているもの、⽣鮮のものおよび冷蔵したもの）
対象最終製品：
• HSコード：1605.54（いかの調製品）
• HSコード：1605.55（たこの調製品）

※ EU‐ベトナムFTAはHS2012に準拠しており、上記原材料および最終製品のHSコードはHS2012に基づいたものとなる。

HS Descriptions

0307 41  Live, fresh or chilled cuttlefish and squid

0307 51 Live, fresh or chilled octopus

HS Descriptions

1605 54  Prepared or preserved cuttlefish and squid

1605 55 Prepared or preserved octopus

Annex IV to Protocol 1
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対⾓累積の適⽤要件

ASEAN加盟国原産の⽔産品に対する対⾓累積の適⽤（2/3）

必要な⾏政協⼒および通知
• 各ASEAN加盟国の原材料に対して対⾓累積の適⽤を開始するためには、以下の条件を満たす必要がある。

a. 対⾓累積の対象となるASEAN加盟国が以下を確約する。
i. 協定⽂の議定書1を遵守する、もしくは遵守を確約する。
ii. EUに対して、および累積に関与するASEAN加盟国間において、議定書1における規定を正しく遂⾏するために必要となる⾏政協⼒を⾏う。

b. 上記aの確約についてEUに通知する。
c. 付属書IVに記載されている累積を適⽤して、ベトナムの原産品と⾒做された製品にEUが適⽤する関税は、累積に関与するASEAN加盟国原産の

同製品に適⽤される関税率と同率以上の関税率とする。
対⾓累積の発効状況（2021年3⽉15⽇現在）
• EU‐ベトナム FTA発効時（2020年8⽉）において、本対⾓累積は適⽤されない旨をベトナム当局が確認しており、2021年3⽉15⽇現在も適⽤されて

いない。

協定⽂関連個所
Paragraph 5, Article 3 of Protocol 1
“The cumulation provided for in paragraphs 2 to 4 applies if: 

(a) the ASEAN countries involved in the acquisition of the originating status have undertaken to: 
(i) comply or ensure compliance with this Protocol; and 
(ii) provide the administrative cooperation necessary to ensure the correct implementation of this Protocol both with regard to the Union 

and among themselves; 
(b) the undertakings referred to in subparagraph (a) have been notified to the Union; and 
(c) the tariff duty the Union applies to the products listed in Annex IV to this Protocol obtained in Viet Nam by use of such cumulation is higher 
than or the same as the duty the Union applies to the same product originating in the ASEAN country involved in the cumulation.”
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原産地規則および原産地証明

ASEAN加盟国原産の⽔産品に対する対⾓累積の適⽤（3/3）

原産地規則
• EUが対⾓累積適⽤の対象国と締結しているFTAの原産地規則に従う。例えば、EUがFTAを締結しているシンガポールが、本対⾓累積の対象国となる

場合、シンガポールにおける原産性判定は、EU‐シンガポールFTAにおける原産地規則を適⽤して⾏う。
原産地証明⽅法
• 対⾓累積を適⽤するASEAN加盟国産の原材料については、当該ASEAN加盟国から直接EUへ輸出される場合と同様の⽅法で、原産地を証明する

必要がある。
• ASEAN加盟国産原材料に対して対⾓累積を適⽤した結果ベトナム原産品と判定された最終製品について、その原産地証明書には「Application of 

Article 3 (2) of Protocol 1 to the Viet Nam ‐ EU FTA」を記載する必要がある。

協定⽂関連個所
Paragraph 3, Article 3 of Protocol 1
“For the purpose of paragraph 2, the origin of the materials shall be determined according to the rules of origin applicable in the framework of 
the Union's preferential trade agreements with those ASEAN countries.“

Paragraph 4, Article 3 of Protocol 1
“For the purpose of paragraph 2, the originating status of materials exported from an ASEAN country to Viet Nam to be used in further working 
or processing shall be established by a proof of origin as if those materials were exported directly to the Union.”

Paragraph 6, Article 3 of Protocol 1
“Proofs of origin issued by application of paragraph 2 shall bear the following entry: "Application of Article 3 (2) of Protocol 1 to the Viet Nam ‐
EU FTA".”
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韓国原産の繊維素材に対する対⾓累積の適⽤
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対象となる原材料・最終製品

韓国原産の繊維製品に対する対⾓累積の適⽤（1/3）

対象国
• 韓国（ただし、議定書1 第3条 第10項に規定されている適⽤条件（次ページ参照）を満たす必要がある）
対象原材料
• 繊維素材（協定⽂上でHSコードの指定はなく、「Fabrics」とのみ規定されている。ただし、韓国原産の繊維素材に対して、ベトナム国内で、議定書1 

第6条に規定されている「不⼗分な作業および加⼯（Insufficient Working or Processing）」以上の加⼯が⾏われる必要がある。
• 例えば、韓国原産の繊維素材をベトナムへ輸出し、ベトナムにおいてアイロンがけおよび梱包作業のみを⾏った場合、当該作業は「不⼗分な作業およ

び加⼯」と⾒做されるため、当該繊維素材に対して対⾓累積を適⽤することはできず、結果として完成品をベトナム原産品とすることはできない。
対象最終製品
• HSコード：61類および62類の⾐類

                   

                     

協定⽂関連個所
Paragraph 7, Article 3 of Protocol 1
“Fabrics originating in the Republic of Korea shall be considered as originating in Viet Nam when further processed or incorporated into one of 
the products listed in Annex V to this Protocol obtained in Viet Nam, provided that they have undergone working or processing in Viet Nam which 
goes beyond the operations referred to in Article 6 (Insufficient Working or Processing).”

Annex V to Protocol 1

Paragraph 1, Article 6 of Protocol 1 Insufficient Working or Processing

HS Descriptions

Chapter 61  Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted

Chapter 62  Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted
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対⾓累積の適⽤要件

韓国原産の繊維製品に対する対⾓累積の適⽤（2/3）

必要な⾏政協⼒および通知
• 韓国産の原材料に対して対⾓累積の適⽤を開始するためには、以下の条件を満たす必要がある。

a. 韓国とEUがFTAを締結していること。
b. 韓国とベトナムが以下の事項を確約し、EUに通知すること。

i. 協定⽂の議定書 1第3条の累積規定を遵守する。
ii. EUに対して、および韓国・ベトナム間の双⽅において、議定書1における規定を正しく遂⾏するために必要となる⾏政協⼒を⾏う。

対⾓累積の発効状況（2021年3⽉15⽇現在）
• 2020年12⽉23⽇に、ベトナムおよび韓国が、上記 i および ii を確約することを合意し、その旨をEUに対して通知した。このことにより、同⽇より韓国原

産の繊維素材に対する対⾓累積の適⽤が開始された。

協定⽂関連個所
Paragraph 10, Article 3 of Protocol 1
“The cumulation provided for in paragraphs 7 to 9 applies if: 
(a) the Republic of Korea applies with the Union a preferential trade agreement in accordance with Article XXIV of GATT 1994;
(b) the Republic of Korea and Viet Nam have undertaken and notified to the Union their undertaking to: 

(i) comply or ensure compliance with the cumulation provided for by this Article; and 
(ii) provide the administrative cooperation necessary to ensure the correct implementation of this Protocol both with regard to the Union 

and between themselves. “
Article 5.3.3, Guidance of Rules of Origin, EU‐Vietnam Free Trade Agreement On 23 December 2020, Vietnam and South‐Korea notified to the 
European Union the undertaking referred to in Article 3(10)(b). Therefore, the 2 conditions of Article 3(10) are fulfilled and the cumulation in 
Vietnam for fabrics originating in South Korea provided for in Article 3(7) EVFTA Origin Protocol is applicable as from 23 December 2020.
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原産地規則および原産地証明

韓国原産の繊維製品に対する対⾓累積の適⽤（3/3）

原産地規則
• EU‐韓国FTAの原産地規則に従う。ただし、EU‐韓国FTA における「原産品の定義および⾏政協⼒の⽅法に関する議定書」の附属書2 (a)の規定（EU

輸⼊時における関税割当の適⽤を条件とした原産地規則）を除く。
原産地証明⽅法
• 対⾓累積を適⽤する韓国原産の原材料については、韓国から直接EUへ輸出される場合と同様の⽅法で原産地を証明する必要がある。
• 韓国原産の原材料に対して対⾓累積を適⽤した結果、ベトナム原産品と判定された最終製品については、その原産地証明書には「Application of 

Article 3(7) of Protocol 1 to the Viet Nam ‐ EU FTA」を記載する必要がある。

協定⽂関連個所
Paragraph 8, Article 3 of Protocol 1
“For the purpose of paragraph 7, the origin of the fabrics shall be determined in accordance with the rules of origin applicable in the framework 
of the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, 
except for the rules set out in * Annex II(a) to the Protocol concerning the Definition of "Originating Products" and Methods of Administrative 
Cooperation of that preferential trade agreement. “

Paragraph 9, Article 3 of Protocol 1
“For the purpose of paragraph 7, the originating status of the fabrics exported from the Republic of Korea to Viet Nam to be used in further 
working or processing shall be established by a proof of origin as if those fabrics were exported directly from the Republic of Korea to the 
Union. ”

Paragraph 11, Article 3 of Protocol 1
“Proofs of origin issued by Viet Nam by application of paragraph 7 shall bear the following entry: "Application of Article 3(7) of Protocol 1 to the 
Viet Nam ‐ EU FTA" .”



© 2021. For information, contact Deloitte Tohmatsu Tax Co.

EU‐ベトナム双⽅がFTAを締結する第三国原産の
繊維素材に対する対⾓累積の適⽤
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対象国および原材料

EU‐ベトナム双⽅がFTAを締約する第三国原産の繊維素材に対する対⾓累積の適⽤
（1/2）

対象国
• EU‐ベトナム双⽅がFTAを締結している第三国
• ただし、当該第三国原産の繊維素材に対する対⾓累積の適⽤について、協定⽂17条2項に基づき貿易委員会の下に組成される税関委員会

（Committee on Customs）の決定を受ける必要がある
• 当該決定は、⼀⽅の締約国からの要請に基づいて⾏うものとされ、また、税関委員会は当該決定を⾏う際、他⽅の締約国の利益および本協定の

⽬的を考慮するものとされている。
対象原材料
• 当該第三国原産の繊維素材（協定⽂上でHSコードの指定はなく、「Fabrics」とのみ規定されている。）ただし、当該第三国原産の繊維素材に対し

て、ベトナム国内で、議定書1 第6条に規定されている「不⼗分な作業および加⼯（Insufficient Working or Processing）」以上の加⼯が⾏われる
必要がある。

• 例えば、仮に⽇本が当該第三国となる場合、⽇本原産の繊維素材をベトナムへ輸出し、ベトナムにおいてアイロンがけおよび梱包作業のみを⾏った場
合、当該作業は「不⼗分な作業および加⼯」と⾒做されるため、⽇本原産の繊維素材に対して対⾓累積を適⽤することはできず、結果として完成
品をベトナム原産品とすることはできない。

協定⽂関連個所
Paragraph 12, Article 3 of Protocol 1
“On request of a Party, the Committee on Customs established pursuant to Article 17.2 (Specialised Committees) of this Agreement, may decide 
that fabrics originating in a country with which both the Union and Viet Nam apply a preferential trade agreement in accordance with Article 
XXIV of GATT 1994 shall be considered as originating in a Party when further processed or incorporated into one of the products listed in Annex V 
to this Protocol obtained in that Party, provided that they have undergone working or processing in that Party which goes beyond the operations 
referred to in Article 6 (Insufficient Working or Processing). “

Paragraph 13, Article 3 of Protocol 1
“When taking the decision on the request for cumulation and its modalities referred to in paragraph 12, the Committee on Customs shall take 
into account the interests of the other Party and the objectives of this Agreement.”
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対象最終製品および発効状況

EU‐ベトナム双⽅がFTAを締約する第三国原産の繊維素材に対する対⾓累積の適⽤
（2/2）

対象最終製品
• HSコード：61類および62類の⾐類
対⾓累積の発効状況（2021年3⽉15⽇現在）
• EU‐ベトナム FTA発効時（2020年8⽉1⽇）において当累積は適⽤されておらず、2021年3⽉15⽇現在においても適⽤されていない。

協定⽂関連個所
Paragraph 12, Article 3 of Protocol 1
“On request of a Party, the Committee on Customs established pursuant to Article 17.2 (Specialised Committees) of this Agreement, may decide 
that fabrics originating in a country with which both the Union and Viet Nam apply a preferential trade agreement in accordance with Article 
XXIV of GATT 1994 shall be considered as originating in a Party when further processed or incorporated into one of the products listed in Annex V 
to this Protocol obtained in that Party, provided that they have undergone working or processing in that Party which goes beyond the operations 
referred to in Article 6 (Insufficient Working or Processing). “

Paragraph 13, Article 3 of Protocol 1
“When taking the decision on the request for cumulation and its modalities referred to in paragraph 12, the Committee on Customs shall take 
into account the interests of the other Party and the objectives of this Agreement.”
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EUにおける拡張累積等にかかる検認の実施⽅法
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検認のプロセス

EUにおける拡張累積等にかかる検認の実施⽅法

検認における輸出⼊国当局/事業者間でのコミュニケーションのパターン
検認には、輸⼊国当局が原産品にかかる情報の提供を要請する先に応じて、以下の3つのパターンが存在する。輸⼊国当局は、各FTAにおいて定めら
れた⽅法に従って検認を実施する。
• 輸出者に対する間接検認： 輸⼊国当局が輸出国当局を通じて、輸出者若しくは⽣産者に対して間接的に原産品にかかる情報の提供を要請す

るパターン。⼀般的には第三者証明の場合に⽤いられるが、EUが締結しているFTAにおいては⾃⼰証明の場合にも⽤いられるものが複数存在する。
• 輸出者に対する直接検認： 輸⼊国当局が輸出者若しくは⽣産者に対して、直接原産品にかかる情報の提供を要請するパターン。⼀般的には⾃

⼰証明の場合に⽤いられるが、EUが締結しているFTAにおいては⾃⼰証明の場合にも、前述の「輸出者に対する間接検認」が⽤いられるものが複
数存在する。

• 輸⼊者に対する直接検認： 輸⼊国当局が輸⼊者に対して、直接原産品にかかる情報の提供を要請するパターン。⼀般的に輸⼊者⾃⼰証明が
利⽤された場合に⽤いられる。

拡張累積等を適⽤した原産品に対する検認の実施
• 拡張累積等を適⽤してFTAを活⽤する場合、原産地証明書（原産地に関する申告⽂等を含む）に所定の⽂⾔を記載する旨が、各FTAにおいて規

定されている。
• 例えばEU‐ベトナム FTAにおいては、韓国原産の繊維素材に対して対⾓累積を適⽤した場合には、原産地証明書に「Application of Article 3(7) of 

Protocol 1 to the Viet Nam ‐ EU FTA」と記載する必要がある。
• 当該規定は、輸⼊国当局が拡張累積等の適⽤に関して把握している情報は、上記に例⽰した所定の⽂⾔程度の情報に限られ、具体的な原材料

名や⽣産者等、詳細な情報を⼊⼿する運⽤とはなっていないことを⽰している。
• 従って、拡張累積等を適⽤した原産品についても、各FTAにおいて規定された通りに輸⼊国/輸出国間で検認を実施し、輸⼊国当局が拡張累積等

の対象国における輸出者若しくは⽣産者に対して、直接原産材料にかかる情報の提供を要請することはない。例えばEU‐ベトナム FTAにおいて、韓国
原産の繊維素材に対して対⾓累積を適⽤した場合、輸⼊国であるEU加盟国当局が、韓国の当局若しくは輸出者/⽣産者に対して直接情報の提
供を要請することはなく、ベトナム当局を通じて検認を実施することになる。
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累積の活⽤事例

19



© 2021. For information, contact Deloitte Tohmatsu Tax Co.

⽇本における累積の活⽤事例
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今後の累積の活⽤⾒込み

⽇系アパレルメーカー A社の事例（2/2）

• ⽐較的安価な価格帯の⾐類については、原材料の多くを中国、ASEAN等の⽇本以外のアジア諸国から調達し、アジア域内の⼯場で縫製を⾏うサプ
ライチェーンが⼀般的である。従って、これらの国が累積の枠組みで繋がり、⽇本輸⼊時にFTAを適⽤することができれば、A社にとって有益な制度と考え
られる。

• ⼀⽅、⽇本発のサプライチェーンにおける拡張累積等の活⽤については、⽇本原産の⾼品質な⽣地をアジア域内の⼯場で縫製し、EU等へ製品を輸出
するケースが考えられるが、規模としては⼤きくない。従って、⽇本原産の繊維に対してEU GSPやEU‐ベトナム FTA等で拡張/対⾓累積が認められても、
活⽤の余地は限定的と考えられる。

• 今後拡張累積等の活⽤を更に推進していくためには、原価情報、製造⼯程等の原産品（材料含む）の情報に対する透明性の確保が必要となる。
透明性を確保できない場合、A社⾃⾝が原産性判定の正確性を確認する術がなく、前ページに記載した通り検認時の追徴課税のリスクが残り続ける。

• 原産品の情報に対する透明性確保の実現は、各社の企業努⼒では限界があるため、グローバルレベルで情報を管理し、サプライチェーンの各段階にお
ける原産品の情報を当事者間のみで共有できるような仕組みづくりが必要であると考える。

※ 企業における累積の活⽤事例は、匿名とすることを条件にヒアリング等によって調査を⾏っているため、機密情報等を適宜割愛している。
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今後の累積の活⽤⾒込み

⽇系化学・繊維メーカー B社の事例（2/2）

• 拡張累積等の適⽤範囲が広がり、使い勝⼿が良いものとなるのであれば、積極的に活⽤していきたい。特にRCEPが合意されたいま、直近で⽇本が関
わるFTAにおいて⼤きな動きがあるものはないと想定されるため、拡張累積によって既存のFTAの活⽤の幅が広がることになれば、B社のみならず業界に
とって有益な話になると考える。

• FTAの活⽤においては、累積の適⽤をなくしても⼀定のコンプライアンス義務があるため、累積の適⽤によるコンプライアンス義務はその延⻑線上にあるも
のと捉えている。従って、拡張累積等の適⽤範囲が広がった場合においても、特段社内で新たなルールを設定するのではなく、現⾏の体制を活かして累
積を活⽤できると考える。

• 個別のFTAに関して、⽇本原産の原料を⽤いてベトナムで最終製品を製造のうえEUへ輸出するサプライチェーンは、現時点では存在しないため、EU‐ベト
ナムFTAにおいて⽇本の原料に拡張累積を適⽤することはない。

• RCEPについては、域内累積をどのように活⽤できるかの検証をまだ⾏っていないため、RCEPの発効までに確認のうえ、効果的に活⽤していきたい。

※ 企業における累積の活⽤事例は、匿名とすることを条件にヒアリング等によって調査を⾏っているため、機密情報等を適宜割愛している。
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EUにおける累積の活⽤事例
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EU‐イスラエル欧州・地中海連合協定、PEMにおける対⾓累積の活⽤事例（続き）

機能材料メーカー D社の事例（2/2）

• D社はサプライヤーへの原産地証明書/サプライヤー証明のリクエストを含め、以下の通り、原産性判定プロセスを⾃動化している。
 原産性判定対象製品の部品表（BOM）を原産性判定システムにアップロードする。
 製品のHSコードに基づいて、システム内に登録されている全てのFTAの原産地規則に照らして、原産性判定を⾏う。
 原産地規則を満たす場合、原産性判定が完了する。
 原産地規則を満たさない場合、適⽤される原産地規則に応じて以下の通り原産地証明書/サプライヤー証明のリクエストが進められる。
 原産地規則のうち付加価値基準（VA）を満たさない場合、価格が⾼い原材料を特定のうえ、当該原材料のサプライヤーに対して原産地証明

書/サプライヤー証明のリクエストを⽣成する。
 原産地規則のうち関税分類変更基準（CTC）を満たさず、且つデミニマス規定*1を適⽤できない場合、HSコードが⼗分に変更していない原材料

を特定のうえ、当該原材料のサプライヤーに対して原産地証明書/サプライヤー証明のリクエストを⽣成する。
 サプライヤー証明のリクエストを⽣成する場合には、D社の原産性判定ツール内で⾃動的にサプライヤー証明のフォーマットを⽣成し、原産性判定ツー

ル内でサプライヤーから承認を得ることで、サプライヤー証明の授受が完了する。
 サプライヤーから回答を受領すると⾃動的に原産性の再判定が⾏われる。

※ 企業における累積の活⽤事例は、匿名とすることを条件にヒアリング等によって調査を⾏っているため、機密情報等を適宜割愛している。

*1 関税分類変更基準（CTC）の適⽤にあたり、CTCを満たさない（＝協定が定める関税分類番号の変更が起きない）⾮原産材料の総額⼜は総重量が特定の割合以
下の場合、当該⾮原産材料については、当該産品が原産品であるか否かを決定する際に考慮しないこととできる規定。
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• 本調査において各企業にヒアリングを⾏った結果、概して⽇系企業においては、累積を積極的に活⽤している事例は多くないことを確認した。特にサプ
ライチェーンが重層的かつ複雑な業界では、サプライヤーの管理にかかる⼿間、検認時に⽣じるコンプライアンスリスク等を鑑みて、累積を活⽤しないこと
を選択する企業も存在することが分かった。こうした業界においては、現時点では、本社にてFTAの統括を⾏う部⾨は⽇本を原産地とする完成品や海
外製造⽤の部品につき、⽇本が締約するEPAのみを管轄し、海外間で取引される物品についてはFTAの活⽤に関与していない企業が多く存在する傾
向にあり、累積の活⽤という概念⾃体が根付いていない企業も⾒受けられた。しかしながら、⼀⽅で、⽇EU EPAにおける原産資格割合の閾値の上昇、
或いはサプライチェーンの多様化による海外からの調達部品の増加等に伴い、今後は、累積規定の活⽤が回避できないアジェンダになると感じている企
業も存在する。

• ⼀⽅、繊維業界等のサプライチェーンが⽐較的複雑ではない業界では、A社のようにEU GSPにおける地域累積を活⽤したり、B社のようにATIGAにおける
域内累積を活⽤したりしている。しかし、これらの会社においても、累積に関連している製造⼦会社およびサプライヤーのコンプライアンス体制を徹底的に
管理している事例は多くは無く、⼀定のコンプライアンスリスクを認識したうえで累積を活⽤していると⾔える。また、⽇本がEPAを締約し始める以前より
EU GSPやATIGA（旧CEPT）を海外取引間において積極的に活⽤してきた企業は、C社のようにEU GSPにおける地域累積等の累積規定を活⽤してお
り、⻑い時間を掛けてサプライヤー管理の体制や⼿法を築いてきた結果と⾔える。

• EUにおいては、PEMを中⼼として累積にかかる概念が広く認識されており、E社のように、コスト最適化を⽬的として調達先の変更を⾏い、戦略的に累
積を活⽤する事例も存在する。E社の事例では、対⾓累積の対象外となっている国に拠点をおく企業の市場競争⼒が間接的に低下していることを意
味し、このことは、今後アジア域内においても拡張累積等の適⽤が広く認識されるようになった場合、⽇本がその対象国となっていないことで間接的に
企業の市場競争⼒が低下する可能性があることを⽰唆している。

• サプライチェーンが複雑な業界においては、D社のようにITシステムを活⽤し、サプライヤーとのコミュニケーションの円滑化、原産性判定の⾃動化に取り組ん
でいる。欧⽶では⽇本と⽐べて、FTAのみならず貿易業務全般（品⽬分類、輸出⼊申告、輸出管理、原産地管理等）において、必要⼗分な予算
と⼯数を割いてITシステムを活⽤している事例が多く存在する。

• 上記の現状を鑑み、今後⽇本が拡張累積等のネットワークを広げていくにあたっては、制度設計のみならず、輸出者、輸⼊者、⽣産者、サプライヤー等、
関連する企業が効率的・効果的にFTAを活⽤するための仕組みづくりが重要と考えられる。
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• 特に原産性判定時および検認時においては、⼀次サプライヤー以外のサプライヤーを含む各国のサプライヤーと、原産性判定にかかるコミュニケーションを
適切に且つ円滑に⾏うことが必要となる。サプライチェーンが重層的かつ複雑であるためにマニュアルでの対応が困難を極める企業においては、原産地管
理を⾏うための IT システムの導⼊も有効な⼿段と考える。更に、企業のみならず各国の当局を含め、関連する証憑を機密性を担保した形で共有する
ためのプラットフォームの提供等が、累積活⽤の利便性を⾼めるための有効な⼿段として考えられる。

• また、特に⽇系企業においては、前述のITシステムのみならず、FTAの活⽤や関税の管理のために予算を割けていない企業が多く⾒受けられる。そのため、
FTA活⽤のための社内体制を整備したりサプライヤー管理のために⼈員を確保したりすることが⼗分ではない企業が多いのが実情である。EUにおけるE社
のように、FTAを活⽤するためにサプライヤーを切り替える、といった事例も極めて稀であり、あくまでも既存のサプライチェーンを所与のものとした上で可能な
範囲でFTAを活⽤する、という企業が⼤多数であると考える。拡張累積を含めた累積規定の効果的な活⽤、更にはFTAの活⽤を推進するためには、担
当者のみならず、マネジメント層、経営層がFTAのメリットを認識することが重要であると⾔える。
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現⾏の活⽤状況および将来の活⽤⾒込み（続き）

⽇本とEUにおける累積の活⽤事例を踏まえた考察（2/2）
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